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○議長（小林哲雄） 

 日程第１０ 議案第５５号 平成２５年度開成町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。予算書の説明を担当課長に求めます。  

 保険健康課長。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

 では、よろしくお願いします。 

 議案第５５号 平成２５年度開成町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２５年度開成町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億３，７３８万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

６億９，７０１万８，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２５年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

 では、１ページおめくりください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございま

すけれども、第４款の療養給付費等交付金、５款の前期高齢者交付金、１０款の繰

越金までで、歳入合計で補正額１億３，７３８万１，０００円でございます。合計

といたしまして１６億９，７０１万８，０００円となります。 

 歳出につきましては、２款の保険給付費、３款後期高齢者支援金等、６款介護納

付金、１０款諸支出金、１１款予備費で、歳出合計は歳入と同額でございます。  

 今回の補正の主な内容でございますけれども、歳入につきましては、平成２４年

度の決算が確定しまして、繰越金が生じたための増額補正、また、２５年度の社会

保険診療報酬支払基金からの交付金の額が確定したことで生じる補正でございます。 

 また、歳出の主なものでございますけれども、平成２５年度の額の確定に伴う補

正と２４年度決算が確定したことによる国庫支出金と返納金の精算分の補正でござ

います。 

 それでは、説明書の１０ページ、１１ページをお開きください。 

 まず、２の歳入でございます。４款の療養給付費等交付金、１項療養給付費等交

付金、１目療養給付費等交付金でございます。現年度分、退職者医療費交付金４，

５１４万６，０００円の増額補正です。これは平成２５年度分ということで、交付

金の額が確定したことによって生じる補正でございます。その下、過年度分の精算

金で、退職者医療費交付金といたしまして９６３万３，０００円の増額補正です。

２４年度退職者医療給付費等事業実績に基づきまして精算額が確定したもので、前

年度の退職被保険者の医療給付費から退職被保険者等による保険税を除いた額を社

会保険診療報酬支払基金から追加交付されるものでございます。 

 次に、５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金で
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す。これにつきましては、６５歳から７４歳までの前期高齢者を多く抱える保険者

に交付される交付金でございます。今回、平成２５年度の確定によりまして５，６

９２万１，０００円の増額補正となってございます。合計といたしまして４億９，

５４６万８，０００円の前期高齢者交付金の確定額というふうになってございます。

この金額そのものにつきましては、２４年度の４億３，４２０万５，０００円と比

較をしましても６，１２６万３，０００円の増という形になってございます。前期

高齢者の交付金の額につきましては、今年度の２５年度分の概算額と前々年度の確

定額を合計とした金額となって決定をしております。 

 前々年度であります２３年度の確定額が、２年前に交付されました２３年度の概

算額と比較いたしまして３，５００万円ほどの開きがありまして、今回、その精算

分ということで、３，５００万ほど追加で交付されることになっております。 

 ２３年度の前期高齢者の交付金の確定額は２３年度の決算が確定した中で２年後

に確定し、交付されるような形になってございます。今回の増額要因といたしまし

ては、２３年度の開成町の前期高齢者の加入率が全国平均の加入率に対して高かっ

たことにより増額という形で追加交付されるものでございます。 

 続いて、１０款の繰越金でございます。前年度の繰越金増ということで、平成２

４年度の決算に伴いまして、歳入と歳出の差引額が７，６６８万１，６７９円と確

定したことによりまして２，５６８万１，０００円の増額補正をするものでござい

ます。 

 次に、１ページおめくりいただきまして、３の歳出になります。２款の保険給付

費、１項療養諸費ということで、１目、２目、４目、続きまして、２款の保険給付

費、２項の高額療養費まで財源更生になりまして、続いて、１４ページ、１５ペー

ジの２項高額療養費、３項移送費までも財源更生になってございます。 

 次に、３款の後期高齢者の支援金でございます。１項後期高齢者支援金と１目後

期高齢者支援金等、こちらは今年度の額が確定をいたしましたので、それに伴いま

す補正でございまして２７７万４，０００円の増額補正となります。最終的には、

失礼しました。２億１，０７０万４，０００円になってございますけれども、これ

は後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度の保険給付に充てるため

に、保険者が加入者数に応じて拠出金を負担するものですけれども、後期の加入者

の増による負担金増によるものでございます。 

 ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金、介護納付金４１万２，００

０円の増額補正となってございます。こちらにつきましても、２４年度の額の確定

による補正になってございます。 

 続いて、次のページ、１６ページ、１７ページになります。１０款諸支出金、１

項償還金及び還付加算金、３目償還金になります。国庫支出金等を返納金で国庫支

出金返納金増４７９万３，０００円の増額補正でございます。これは平成２４年度

国民健康保険療養給付費等負担金等事業実績報告に伴いまして精算するものでござ

います。 
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 次に、２項基金費、１目財政調整基金費、財政調整基金積立金６，０００万の増

額補正でございます。これは２４年度の決算額を確定した中で繰越金、あと国や支

払基金への精算、一般会計へ繰り出す金額ということで、返す金額などを精算の結

果、今現在残った金額につきまして、積立金として積み立てるものでございます。

ただ、今後、今年度の保険給付費の伸びによりましては、この金額を減らす中で、

療養給付費等の保険給付費に充てることも考えておりますけれども、今回の補正に

つきましては、６，０００万円ほど積立額として補正するものでございます。  

 続いて、３項繰出金、一般会計繰出金で３，８９９万９，０００円の増でござい

ます。これは２４年度決算額が確定した中で、本来、一般会計へ返す金額を計算を

した中で、前年度の精算分ということで一般会計に戻す金額でございます。  

 最後に１１款予備費でございますけれども、１項予備費ということで、歳入歳出

を調整して差し引いた金額を予備費として３，０４０万３，０００円の増額補正を

しております。予備費の目安といたしまして、県からの指導で、保険給付費の３％

程度が目安ということで言われておりますので、県の指導に基づきまして、予備費

として３，０４０万３，０００円の増額補正をしております。 

 内容につきましては、以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。質疑ございませんか。  

 （「なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

 お諮りします。質疑を打ち切り、討論を省略して採決することにご異議ございま

せんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

 ご異議なしと認め、採決いたします。 

 議案第５５号 平成２５年度開成町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて、原案に賛成の方の起立を求めます。 

 （起 立 全 員） 

○議長（小林哲雄） 

 お座りください。起立全員によって、可決いたしました。 

 

 


